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は じ め に  
 

人類の歴史において、感染症との戦いは繰り返し行われている。古くは 1347 年にヨーロッパでペ

ストが発生し、2,500万人が死亡した。また、1918年のインフルエンザパンデミック（スペイン風邪）で

は、世界中の感染者数が 5 億人以上、死亡者は 4,000 万人（WHO）とも 5,000 万人 1,2)ともいわれ

ている。近年では 1976 年にエボラ出血熱、1981 年には AIDS（Acquired Immunodeficiency 

Syndrome）が出現し 3)、さらに 2009 年の新型インフルエンザは記憶に新しい。これら感染症の歴

史の中で、コロナウイルスについては以前から確認されていたものの、人に対しては軽症であった。

しかし、2003 年にアジアを中心として世界的に流行した SARS（Severe Acute Respiratory 

Syndrome）は、重症化する急性非定型肺炎であった。2012 年には中東（特にサウジアラビア）に

限局する MERS（Middle East Respiratory Syndrome）が確認された 4)。SARS は既に終息した

ものの、MERS は現時点でも感染者が認められる 5)。そして、2019 年に中国湖北省武漢市で新型

コロナウイルス（SARS-CoV-2）が確認され、その後、数か月で世界的に感染拡大した。我が国も例

外ではなく、2020 年 4 月 7 日には政府が緊急事態宣言を発令した。 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大は公衆衛生上の危機であることはいうまでもない

が、長期化するにつれ医療崩壊、経済的損失など多方面に支障をきたすこととなる。これら被害を

最小限にするためには、COVID-19 を一刻も早く収束させることに他ならない。そのためには治療

薬やワクチンの開発、感染制御策が重要となる。治療薬については早急な開発が望まれていること

から、ドラッグリポジショニングで既存薬の効果を検証中である。また、医療従事者が感染源になるこ

とは避けなければならないことから、万全な感染制御策は不可欠である。しかし、過度な感染防御は

医療現場に負担をかけることから、感染対策の基礎を知り、適切に対応できる知識と技術を身につ

けなければならない。 

そこで、当センターでは薬局薬剤師が適切な感染制御策を実行できるようにするため、本マニュ

アルを作成した。第 1 章は通知やガイドライン等に基づき、一般的な感染制御の基本方針をまとめ

た。第 2 章では薬局で感染制御する際の具体的な方法を提示したので、各薬局の業務内容に応じ

た対策をご検討いただきたい。 

過去のパンデミックを振り返ると、一時的に感染拡大が沈静化しても、数か月後には第 2 波、第 3

波が訪れることがある。本マニュアルを基本として、薬局では状況に応じた継続性のある対策をお願

いしたい。 

なお、本マニュアルは 2020 年 5 月 18 日時点の状況に応じて作成した。状況によって更新する

ことを申し添える。 
 

2020 年 5 月 18 日 

一般社団法人千葉県薬剤師会 

薬事情報センター長 飯嶋久志 
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第 1 章 感染対策の基本方針 

 
薬局では COVID-19 をはじめ、種々のウイルス、細菌等の感染症罹患者が来局することを前提に、

まずは呼吸器衛生／咳エチケットを含めた標準予防策の徹底が非常に重要となる。さらに、

SARS-CoV-2 の感染経路（接触，および飛沫感染）を鑑み、以下に示す感染経路別予防策を追

加した感染制御策を実施する。また、COVID-19 患者の来局は極力回避する取り組みが求められ

る。 
 

1．感染経路  

現在、SARS-CoV-2 の主な感染経路は、咳やくしゃみによって飛散したウイルスを口や鼻から

吸い込む飛沫感染と、高頻度接触面（テーブル、ドアノブ、エレベーターのボタン、パソコンのキ

ーボード等）と呼ばれる、ウイルスが付着した箇所に触れた手で目や鼻を触ることによる接触感染

の 2 つが考えられている。 

その一方、空気中では SARS-CoV-2 の RNA が存在し 6)、エアロゾルでウイルスが 3 時間生存

するという報告 7)もある。しかし、このような経路が感染につながるか否かは明確になっていない。

そこで、本マニュアルでは、原則として飛沫および接触感染について取り上げる。ただ、WHO-香

港政府の報告書では、同類の SARS ウイルスによるエアロゾル感染が仮説として取り上げられて

いる 4)。また、学会等では COVID-19 のエアロゾル感染を想定し、対策を立てている。よって、本

マニュアルでは必要に応じ、COVID-19 のエアロゾル感染に触れることとする。 

  

 

表 1. 感染経路 8) 
 

接触感染 

皮膚と粘膜・創の直接的な接触、あるいは周辺の環境を介した間接的な接触による感染

経路を指す。 
（予防策） 
・ 患者を個室に収容する。個室の数が足りない場合は、同じ疾患の患者を同一の部屋に

収容する。 
・ 患者を診察する時や患者の部屋に入る際には手袋を着用し、退出の際には手袋を外し

て直ちに手指消毒を行なう。 
・ 医療従事者の体が患者に接触することが予想される場合は、ガウンを使用する。 
 

飛沫感染 

病原体を含む大きな粒子（5 ミクロンより大きい飛沫）が飛散し、他の人の鼻や口の粘膜あ

るいは結膜に付着することにより感染する。飛沫は咳・くしゃみ・会話等により生じる。飛沫は

空気中を漂わず、短距離（1～2 メートル以内）しか到達しない。 
（予防策） 
・ 患者を個室に収容する。個室の数が足りない場合は、患者同士のベッドの間隔を 2m 以

上離し、患者の間にカーテン等の仕切りを設置する。 
・ 医療従事者は、患者に近寄る時にサージカルマスクや手袋を着用する。 
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空気感染 

拡散した病原体を含む小さな粒子（5ミクロン以下の飛沫核）が拡散し、これを吸い込むこと

により感染する。飛沫核は、医療現場においては気管内吸引や気管支鏡検査等の手技に

伴い発生する。飛沫核は空気中に浮遊するため、除去するには特殊な換気（陰圧室等）と

フィルターが必要である。 
（予防策） 
・ 患者は陰圧個室に収容する。 
・ 患者を診察する時や病室に入る際には、N95 マスクを着用する。 
・ 患者が検査等で個室外に出る時は、サージカルマスクを着用させる。 
 

 

 

2．感染予防 

（1）常時感染予防策 9)  

① 医療機関等の感染予防策 

a. 医療従事者は、サージカルマスクの着用や手指衛生といった標準予防策を遵守する。 

b. サージカルマスクや手袋等を外す際には、それらが環境を汚染しないよう留意しながら適切

に外し、所定の場所に破棄する。さらに手指衛生を遵守し、手指衛生の前に目や顔を触ら

ないように注意する 。 

c. PPE の着脱方法・手順等を正しく理解する。 

d. 待合室では、発熱や呼吸器症状を訴える患者とその他の患者、または発熱や呼吸器症状

を訴える患者同士が、一定の距離を保てるように配慮する。 

e. 待合室における共用物の使用を中止する 10)。  

f. 密閉空間を改善するため換気を十分に行う。 

② 市中や医療従事者間での感染予防策 

a. 医療従事者が日常生活において高リスクな環境（いわゆる 3 密）を徹底的に避けて感染し

ないようにする。 

b. 調剤室や医療者控室では、3 密を避けること、共用物を減らすこと、集団で食事をする際に

はリスクがあることを認識する。 

c. 医療機器や調剤器具はこまめに消毒する。 

d. 医療従事者は健康管理に注意し、発熱や呼吸器症状を呈した場合には職場には行かず、

電話等で職場管理者と相談する。 

（2）COVID-19 患者（同感染症が疑われる者も含む）からの感染予防策 11)  

COVID-19 感染症の感染確定例および疑い例には、飛沫予防策と接触予防策を標準予防策

に追加して行う。COVID-19 は気道分泌物および糞便からも分離される。対策のポイントは以下

の 2 点である。 
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・ ウイルスを含む飛沫が目、鼻、口の粘膜に付着するのを防ぐ 

・ ウイルスが付着した手で目、鼻、口の粘膜と接触するのを防ぐ 

① 目、鼻、口の防護 

・ 通常は目、鼻、口を覆う PPE（アイシールド付きサージカルマスク、あるいはサージカルマスクと

ゴーグル／アイシールド／フェイスガードの組み合わせ）、キャップ、ガウン、手袋を装着する。 

・ 一時的に大量のエアロゾルが発生する可能性がある状況においては、上記に N95 マスクを

追加する。 

・ PPE の着脱時に目・鼻・口の粘膜を触れないように注意し、着脱の前後で手指消毒を実施

する。 

② 呼吸機能測定 12) 

・ 不急の場合は実施の可否を慎重に判断する。 

・ 基準に合致したディスポーザブルフィルターを使用する。 

・ 患者が触れる部分は消毒用エタノールで消毒する。 

・ 検査機器本体は 0.1%次亜塩素酸ナトリウム等で清拭する。 

③ 手指衛生 

【手洗い】 

石けんやハンドソープにより十分手指を洗い（30 秒）、流水で洗い流し（30 秒）、手指洗浄を

徹底する。 

    〈手洗いの手順〉 

     手洗いの前に、時計や指輪は外す。 

① 流水で手を洗う。 

② 石けんを手にとり、泡立てる。 

③ 手のひらをよくこする。 

④ 手の甲をよくこする。 

⑤ 指先・爪の間を手のひらの上でよくこする。 

⑥ 指の間をよくこする。 

⑦ 親指をねじり洗いする。 

⑧ 手首をねじり洗いする。 

⑨ 流水で石けんを流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かす。 

 

※（1）① a および（2）に基づいた感染予防策を適切に行っていれば、濃厚接触者には該当し

ない 13)。 
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濃厚接触の判断（参考例） 

・ 手で触れることの出来る距離（目安として 1 メートル以内）で、適切な個人防護具を

使用せず、⼀定時間（目安として 15 分以上）の接触があった場合 

・ 患者の気道分泌物もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い場合 

文献 11 

 
 

【手指消毒】 

COVID-19 はエンベロープを有するため、アルコール（エタノール濃度 60～90％、イソプロパノ

ール 70％を推奨）を用いた手指消毒が有効である。 

   〈手指消毒の手順〉 

① 消毒薬適量を手のひらにとる。 

② 指先・爪の間によくすりこむ。 

③ 手のひらによくすりこむ。 

④ 手の甲によくすりこむ。 

⑤ 指の間によくすりこむ。 

⑥ 親指をねじりよくすりこむ。 

⑦ 手首をねじりよくすりこむ。 

⑧ 乾燥するまですりこむ。 

 

3．PPE が不足している場合 9)  

※ PPE（Personal Protective Equipment）については、充分な着脱訓練（特に外す時）を行

わないと、逆に感染リスクが高まるおそれがある。 

（1）PPE の代用 

PPE が不足しているときは、以下の対策を検討する。 

・ ガラス、プラスチック、ビニールカーテン越しに受付や薬局業務等を行う。 

・ 処方医に出来る限りオンライン服薬指導をすすめる。 

・ 薬局のカウンターや待合室での混雑を防ぐために、薬局内の患者数を制限する。 

また、PPE の代用品例を以下に示す 9,14-16)。 

〈ガウン〉 

体を覆うことができ、破棄できるもの（撥水性が望ましい） 

・ 雨がっぱ 

・ エプロン 

・ 衣類カバー 
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・ アームカバー 

   〈ゴーグル、フェイスシールド〉 

目を覆うことができるもの 

・ シュノーケリングマスク 

・ 水中メガネ 

・ スキーゴーグル 

〈N95 マスク〉 

N95 マスクに相当するもの 

・ DS2 

・ FFP2 

・ FFP3 

・ KN95 

（2）PPE の再利用  

ディスポーザブルの PPE（手袋、ガウン、サージカルマスク等）は、原則として単回使用とすべき

である。しかし、やむを得ず再利用する際は、以下の基準を厳守する。なお、明らかに PPE が汚

染されているのであれば廃棄する。 

〈N95 マスク〉17,18) 

・ 過酸化水素水プラズマ滅菌器を用いた再利用法 

米国において、一部メーカーと規制当局との連携により、手術器具の滅菌等に用いられて

いる過酸化水素水プラズマ滅菌器の使用により、N95 マスクの滅菌及び再利用が可能であ

ると示唆されていることを踏まえて対応する。ただし、3 回の再利用でＮ95 マスクの換気能が

低下するため、再利用は 2 回までにする。なお、N95 マスクは医療機器ではないため、当該

滅菌器の添付文書の記載にかかわらず、その使用は差し支えない。 

・ 過酸化水素水滅菌器を用いた再利用法 

米国において、一部メーカーと規制当局との連携により、手術器具の滅菌等に用いられて

いる過酸化水素水滅菌器の使用により、N95 マスクの滅菌及び再利用が可能であると示唆

されていることを踏まえて対応する。10 回までの再利用が可能。 

・ 1 人に 5 枚の N95 マスクを配布し、5 日間のサイクルで毎日取り替える再利用法 

COVID-19 感染症はプラスチック、ステンレス、紙の上では 72 時間しか生存できないことが

報告されていることから、N95 マスクを 1 人につき 5 枚配布するとともに、使用したものを通気

性のよいきれいなバッグに保管し、毎日取り替えて 5 日間のサイクルで使用する。 

（3）PPE の継続使用 14)  

〈サージカルマスク〉 
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・ 目に見えて汚れた場合や損傷した場合は、廃棄する。 

・ サージカルマスクを外す必要がある場合は、患者のケアエリアから離れる。 

・ サージカルマスクを外す際には、マスクの外面を内側にして折りたたみ、接触感染を避ける。  

・ サージカルマスクを外した後は、手指衛生を徹底する。 
 

〈ゴーグル、フェイスシールド〉 

・ 目に見えて汚れた場合は、適切な洗剤を使用して洗浄し、その後消毒する。 

・ 一度外した場合には、再度装着する前に洗浄及び消毒する。 

・ ゴーグルやフェイスシールドが損傷した場合（ゴーグルやフェイスシールドがしっかりと固定で

きなくなった場合、視界が妨げられ改善できない場合等）は廃棄する。 

・ ゴーグルやフェイスシールドを外す必要がある場合は、患者のケアエリアから離れる。 

・ ゴーグル、フェイスシールドを外した後は、手指衛生を徹底する。 
 

ゴーグル及びフェイスシールドの洗浄及び消毒方法についてはメーカーへ問い合わせ、その

推奨方法とすることが基本である。しかし、方法が不明な場合は、以下の手順を参考とする。 

① 手袋を装着したままの状態で、ゴーグルやフェイスシールドの内側、次に外側を丁寧に拭く。 

② アルコール又は 0.05％の次亜塩素酸ナトリウムを浸透させたペーパータオルやガーゼ等

を使用して、ゴーグルやフェイスシールドの外側を拭く。 

③ 0.05％の次亜塩素酸ナトリウムで消毒した場合、ゴーグルやフェイスシールドの外側を水又

はアルコールで拭き、残留物を取り除く。 

④ 清潔な吸収性タオルを用いて吸水すること等により、良く乾燥させる。 

⑤ 手袋を外した後は、手指衛生を十分に行う。 

 

4．器具の管理 11)  

・ 患者等の使用した体温計、血圧計等は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウム等の消毒薬を用

いるか、加熱等の適切な方法で消毒を行う。 

・ 患者と直接接触する機材の使用は必要最小限にとどめる。 

 

5．環境の衛生管理 

・ 感染拡大の防止を図るため、呼吸器衛生／咳エチケットの順守を指導する（表 2）。 
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表 2. 咳エチケット 8) 
・ 咳・くしゃみの際は、ティッシュ等で口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけ、1m 以上離れ

る。 
・ 呼吸器系分泌物（鼻汁・痰等）を含んだティッシュをすぐに蓋付きの廃棄物箱に捨てられ

る環境を整える。 
・ 咳をしている人にマスクの着用を促す。 

マスクは、より透過性の低いもの、例えば、医療現場で使用される「サージカルマスク」が

望ましいが、通常の市販マスクでも、咳をしている人のウイルスの拡散をある程度は防ぐ効

果があると考えられている。 
健常人がマスクを着用した場合にも、ウイルスの吸入を完全に防ぐことはできない。 

・ マスクは説明書をよく読み、正しく着用する。 
 

 

・ 接触感染を予防するために 、手がよく触れるところ、例えば、ドアノブ、スイッチ、手すり、エレ

ベーターのボタン、テーブルやカウンター、共用で使うもの等について、アルコールや次亜塩素

酸ナトリウム等で定期的な清拭をする 19)。 

・ 患者等の血液や分泌液等が机や壁等に付着した場合には、直ちに付着物を取り除き、汚染

部分をアルコールや次亜塩素酸ナトリウム等の消毒薬を用いて清拭消毒する。国立感染症研

究所では、推奨する SARS コロナウイルスの消毒を解説している（表 3）20)。具体的な使用方法

については、ホームページを参照のこと。 

・ 患者等の血液や分泌液等が付着した床は、その部分について上記に準じて消毒等を行い、

それ以外は日常の清掃で対応するが、清掃にあたっては埃を巻き上げないよう、モップによる

清拭やヘパフィルター付きの掃除機を用い除塵清掃する。 

・ COVID-19 感染症の疑いのある患者や COVID-19 感染症の患者が使用した使用後のトイレ

は、次亜塩素酸ナトリウム、または消毒用アルコールによる清拭 （特にドアノブ、トイレットペー

パーホルダー、水栓レバー、便座）を毎日実施することが推奨されている。共用トイレのウォシュ

レットは、ノズルを清潔に管理できない場合は使用しないことが望ましい。急性の下痢症状等で

トイレが汚れた場合には、その都度清拭する 21)。 
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表 3. SARS コロナウイルスに対する消毒剤 20) 
 

1. 加熱滅菌可能なもの  
（ア） 高圧蒸気（オートクレーブ）滅菌（121℃、20 分） 
（イ） 乾熱滅菌（180～200℃、1 時間  あるいは 160～170℃、2 時

間） 
（ウ） 煮沸消毒（98℃以上、15 分以上） 

2. 加熱滅菌不可能なもの 
（ア） 次亜塩素酸ナトリウム 
（イ） 消毒用エタノール（約 80%） 
（ウ） 過酢酸 
（エ） グルタルアルデヒド（2％、pH8） 
（オ） ホルムアルデヒド（液体：1-5％溶液、ガス：1m3 あたりホルマリン

15ml 以上を水 40ml 以上と共に噴霧又は蒸発させ、7-24 時間） 
（カ） エチレンオキサイドガス 
（キ） ヨウ素系消毒剤（ヨードホール） 

 

※ 具体的な使用方法については、ホームページを参照のこと 
※ 塩化ベンザルコニウム、クロルヘキシジン、界面活性剤にも消毒効果

があると考えられるが、効果が十分得られない場合がある 
 

 

Q．70％以下のエタノールを新型コロナウイルスの消毒に用いることは可能ですか。 

A．70％濃度のエタノール消毒液の使用を推奨しますが、現状の新型コロナウイルス

の感染拡大に伴い、エタノール消毒液に需要に対して供給が追いつかない事態が

発生しております。新型コロナウイルスに対しては、60％台のエタノールによる消毒

でも一定の有効性があると考えられる報告があり、70％以上のエタノールが入手困

難な場合には、60％台のエタノールを使用した消毒も差し支えないと考えます。た

だし、エタノールは一般的に開封後に濃度が低下しやすいことに留意してください。 
 

（参考）米国疾病管理予防センター（CDC）の主な見解（3 月 14 日） 

CDC はアルコール手指消毒液の使用に関して、60％以上のエタノール、もしく

は 70％のイソプロパノールを、手指衛生の好ましい形態として推奨する。 

文献 22, 23 

 

 

6．卸業者等の訪問における感染予防策 

 業者等による物品の受け渡し等は入り口付近等の限られた場所で行うことが望ましい。  
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第 2 章 薬局の具体的な対策 

中国の記述統計によると、COVID-19 の 80.9%が軽症とされている 24)。また、18 歳未満の症例で

は、55.3%が軽症あるいは無症状であった 25)。COVID-19 感染者には無症状や軽症者が多く存

在することから、自己の感染を認識していない者の来局が想定される。ウイルスは発症 2～3 日前か

ら排出されるので 26)、無症状であっても感染対策を怠ってはならない。特にハイリスク者 27)が

SARS-CoV-2 に感染すると、重症化する傾向にある（表 4）。薬局にはこれらの者が立ち寄ることが

多いので、特にハイリスク者への配慮は重要となる。 
 

表 4．COVID-19 におけるハイリスク群 27) 

 

・ 高齢者 
・ 高血圧等の循環器疾患 
・ 糖尿病 
・ 喘息や COPD 等の呼吸器疾患 
・ がん 
・ 各種免疫不全 
・ 人工透析 

 

 

また、薬局でも業務形態は施設ごとに異なるので、業務内容に応じた感染対策を検討する必要が

ある。薬局の特徴を踏まえた対策は、無駄を省いた効率的な対策につながる。 

本章では現場で実際に感染対策に取り組む際、より具体的な対策が把握できるようにまとめた。し

かし、各薬局の業務はさらに細分化される。よって、以下を基本にして各項目の比重を検討する。 
 
1．スタッフの管理 

薬局が感染源にならないためには、スタッフの感染防御を怠ってはならない。薬局開設者およ

び管理者は、スタッフに以下の対策を徹底する。 

・ 医療従事者は、出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を控える。

なお、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸器症状

が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。 

・ 標準予防策を徹底し、業務に応じて感染経路別予防策を追加する（p2）。 

・ サージカルマスクや手袋等を外す際は、それらが環境を汚染しないように外して破棄する。また、

手指衛生の前に目や顔を触らない。 

・ 共用物を減らす。 

・ 勤務時間外においても不要不急の外出は厳に慎む。 

 

2．薬局内の管理 

（1）処方箋調剤を主とする薬局 
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処方箋調剤を受ける患者は、処方箋提出から会計までの間の一定時間、同じ場所にいることが

多い。よって、以下対応を徹底する。 

① 飛沫感染防止策 

・ 原則として、待合室では患者同士が 2m 以上の間隔を保てるようにする。特にハイリスク患者

が来局したら、2m 以上の間隔は必須とする。 

・ 会計や投薬窓口は感染防止の透明シートで仕切る。 

・ 来局者にはマスクの着用を依頼する。 

・ 定期的に薬局内を換気する。 

・ 混雑時には薬局の収容人数を規制する。 

・ 特に吸入指導では注意が必要となる。 

② 接触感染防止策 

・ 待合室の椅子や手すり等、来局者が触れる部分を定期的に拭き取り消毒する。 

・ 来局者が手指消毒できるよう、入り口付近に噴霧式消毒液を設置する。 

 ※ SARS コロナウイルスに有効な消毒は p8 を参照 

・ 共用物（電子血圧計、ボールペン等）を設置しない。 

③ 薬剤の配送 

自宅療養中の COVID-19 患者の薬剤配送については、業者の感染防止、個人情報保護等

に配慮しなければならない。実施に当たっては、厚生労働省事務連絡 28)を厳守する。 

 

（2）OTC 医薬品の販売を主とする薬局 

OTC 医薬品（一般用医薬品、要指導医薬品）の販売を中心とする薬局は、来局者が一定の場

所に長く留まることが少ない。しかし、処方箋調剤を主とする薬局よりも、不特定多数の者が立ち

寄る傾向にある。従って、飛沫感染防止策に重点をおいた対策を検討する。 

① 飛沫感染防止策 

・ 来局者同士が 2m 以上の間隔を保つようアナウンスする。特にハイリスク者には配慮する。 

・ 会計や投薬窓口では、感染防止の透明シートで仕切る。 

・ 来局者にはマスクの着用を依頼する。 

・ 定期的に薬局内を換気する。 

・ 混雑時には薬局の収容人数を規制する。 

② 接触感染防止策 

・ 来局者が触れる部分を定期的に拭き取り消毒する。 

・ 来局者が手指消毒できるよう、入り口付近に噴霧式消毒液を設置する。 

 ※ SARS コロナウイルスに有効な消毒は p8 を参照 
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・ 共用物（電子血圧計、ボールペン等）を設置しない。 

③ その他 

軽症の COVID-19感染者がOTC 医薬品を求めて来局する可能性がある。感冒薬の販売時

に感染の可能性をチェックし（表 5）、必要に応じて保健所の「帰国者・接触者相談センター」に

相談するように促す。 

また、衛生用品や雑貨等を販売している薬局では、さらに不特定多数の来局者が予想される。

混雑の度合いによって、早めの対応が求められる注 )。 

注）混雑度が上がったときの対応例 

・ 2m 以上の間隔を保つようアナウンスする頻度を増やす 

・ 換気の頻度を増やす 

・ 収容人数の規制を早めに実施する 

・ ふき取り消毒の頻度を増やす  等 

 

表 5．帰国者・接触者相談センター等に相談する目安 
 

1．少なくとも以下のいずれかに該当する方は、すぐに御相談ください。 
・ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかが

ある場合  
・ 重症化しやすい方※で発熱や咳等の比較的軽い風邪の症状がある場合  
 ※ 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある方

や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 
・ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合  
 （症状が 4 日以上続く場合は必ず御相談ください。症状には個人差があります

ので、強い症状と思う場合はすぐに相談してください。解熱剤等を飲み続けな

ければならない方も同様です） 
 

（妊婦の方へ） 
妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに帰国者・

接触者相談センターに御相談ください。 
 

（お子様をお持ちの方へ） 
小児については、小児科医による診察が望ましく、帰国者・接触者相談センタ

ーやかかりつけ小児医療機関に電話等で御相談ください。 
 

2．その他この目安は、県民の皆様が相談・受診する目安です。これまでどおり、

検査については医師が個別に判断します。 
 

千葉県ホームページより（2020 年 5 月 11 日） 
 
 
（3）在宅医療における感染対策 

勤務する薬局の環境は把握しやすく、必要に応じて薬剤師がコントロールできる状況下にある。

しかし、患者宅では各家庭の環境が異なるので、訪問する薬剤師はある程度の環境でも耐えうる

対策を取らなければならない。従って、標準予防策に加え、以下の事項を徹底する。 
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① 飛沫感染等防止策 

・ 患者にマスク着用を促す。 

・ 家族に換気を依頼する。 

② 接触感染防止策 

   ・ 訪問前後に手指衛生を行う。 

・ 手袋とガウンの着用を基本とする。特に血圧測定等で患者と接触した後は、PPE を適切に

外して廃棄する。 

・ 聴診器やパルスオキシメーター等の器具を使用した後はアルコール等で消毒する。 

③ エアロゾル感染防止策 

エアロゾル発生の可能性がある呼吸機能測定等は、感染リスクの観点から回避することが望

ましい。 

・ エアロゾルが発生しやすい環境を想定し、薬剤師等は N95 マスクを着用する。 

・ 強制呼気等は飛沫感染やエアロゾル感染の可能性があるので、呼吸機能測定（ピークフロ

ーメーター、スパイロメーター等）の実施は慎重に検討する。 

④ 体調管理 

・ フィジカルアセスメント（体温測定、SpO2 等）で感染の可能性を確認する。その際、解熱剤の

服薬状況も確認する。異常があれば表 5 を確認し、必要に応じて保健所の「帰国者・接触

者相談センター」に相談するよう促す。 

・ 他職種（医師、看護師、ケアマネージャー等）と連携し、患者の情報共有に努める。 
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3．オンライン・電話による服薬指導 

COVID-19 感染防止の非常時対応として、オンライン・電話（以下 電話等）による診療および服

薬指導が実施されている 29)。電話等により感染リスクが低減されるが、それが医療の質を極端に低

下してはならない。そこで、服薬指導ではお薬手帳や薬剤情報提供文書等を有効活用する。 

文書による情報提供では、多くの患者に基本情報 (効能・効果、用法・用量、併用禁忌等) が必

要であり、特定の疾患では個別に対応した情報 (慎重投与、小児、妊婦等) さらに求められる 30)。

特に併用薬剤、アレルギー歴、既往歴等に関する情報については、有用性が示されている 31)。

個々の患者に適した文書を作成・使用し、電話等における指導の質を向上する取り組みが求めら

れる。 

また、情報提供ツールとしては IT (Information Technology) を活用した医療情報システムも

有用性である。ただ、ネットワーク等を経由した電子化情報の提供は、情報処理関連事業者が介

在することがあるので、情報処理関連事業者及び送信側との間で、責任分担を明確にする必要

がある 32)。 
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